
入浴利用の皆さまへ 

空調大規模改修工事期間中のご案内 
令和元年 10月～令和 2年 3月末までの工事期間中、施設利用制限・臨時休館が発生 

します。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

令和元年１０月１７日（木）から１２月末日まで 
 
＜利用再開＞ 令和２年１月６日（月）より開始予定 

 

                   ※祝休日は除く 

※石鹸・シャンプー・タオル等は、各自ご持参ください。 

※厚生文化会館（敬老室）、地区区民館は利用登録が必要です。 

身分証明書と緊急時連絡先の氏名・電話番号・住所をご持参ください。         

施設名 電話番号 住所 曜日・時間 備考 

厚生文化会館 

（敬老室） 
3991-3080 

練馬 4-2-3 

練馬駅 

徒歩 8分 

月・火・水・金・土 

午後 1時～4時 
利用登録が必要  

中村敬老館 3998-2036 

中村 2-25-3 

中村橋駅 

徒歩 10分 

月・火・水・金・土 

午後 1時～4時 

利用証 

共通利用 

貫井地区区民館 3926-7217 

貫井 1-9-1 

中村橋駅 

徒歩 5分 

男性は月・木 

女性は火・金 

午後 1時～4時 

利用登録が必要 

栄町敬老館 3994-3286 

栄町 40-7 

江古田駅 

徒歩 5分 

月・火・水・金・土 

午後 1時～4時  

利用証 

共通利用 

春日町南 

地区区民館 
3926-4971 

春日町 5-20-25 

練馬春日町駅 

徒歩 10分 

男性は月・木 

女性は火・金 

午後 1時～4時 

利用登録が必要 

はつらつセンター

光が丘 
5997-7717 

光が丘 2-9-6 

光が丘駅直結 

月～金 

午後 1時～4時 

利用証 

共通利用 

はつらつセンター豊玉 お風呂利用中止・再開について 

他施設（お風呂利用）のご案内 

＜利用中止＞ 

裏面もございます 



 
 

＜内容＞ 

区内公衆浴場を低価格で利用できる入浴証（利用回数分のシールが付いた利用証）

を交付します ※東京都公衆浴場業生活衛生同業組合に加入している公衆浴場が対象 

 

＜対象＞ 

（1）満 65歳以上であること 

（2）練馬区に住所を有し、ひとりで居住していること 

・親族、非親族を問わず、同居する者がいないこと 

・同一敷地内に親族が居住していないこと 
 

＜申請期間＞ 

3月 1日～2月 28日 
 

＜実施期間＞ 

4月 1日～3月 31日 
 

＜交付枚数＞ 

年間シール 52枚以内（申請月により交付枚数が異なります。） 
 

＜費用＞ 

1回の入浴につき 100円の自己負担が必要です。 
 

＜申込・問合せ＞ 

高齢社会対策課 いきがい係（練馬区役所 西庁舎 3階） ☎5984-4763 

地域包括支援センター 

 

 
 

詳細は「豊晴だより（毎月 25日発行）」をご覧ください。 

練馬区立はつらつセンター豊玉 ☎5912-6401 
 

作成日：令和元年 9月 25日 

ひとりぐらし高齢者入浴証 のご案内 

空調大規模改修工事に関するお問合せ 


